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宇宙基本計画（令和 5年 6 月 13 日閣議決定） 関連部分（抜粋） 

〇P12 

(c) 宇宙安全保障と宇宙産業の発展の好循環の実現

宇宙に係る力強い防衛力は力強い国内宇宙産業と活力あるイノベーション基盤によっ

て支えられる。宇宙産業基盤の強化は技術的・商業的イノベーションへと還元され、安全

保障のみならず、経済的な側面からも我が国の国益へと還元される。民間の宇宙技術の安

全保障分野への活用が国内宇宙産業の発展を促し、それが我が国の防衛力の強化にもつな

がる好循環を実現していく。 

〇P19 

（２） 宇宙技術戦略に基づく技術開発の強化

開発の道筋を検討するに当たっては、必要な宇宙活動を自前で行うことができる能力を

保持（「自立性」の確保）するため、我が国の技術的優位性を強化していくことに加え、経

済安全保障環境の変化と、我が国の宇宙活動を支えるサプライチェーンが断絶するリスク

を念頭に置いたサプライチェーンの強化（サプライチェーンの「自律性」の確保）に資す

る技術開発を推進していく。サプライチェーン上のクリティカルコンポーネントを特定し、

必要に応じて国産コンポーネント開発を実施していく。また、国による衛星の継続的な整

備・利用を積極的に進めるとともに、可能な限り民間事業者からサービス・財を調達する

ことで、民間事業者の投資を促進する好循環を形成していく。 

P27 

【衛星関連先端技術の開発・実証支援】 

合成開口レーダ（SAR）技術については、高分解能化等に必要な研究開発支援を一層進

めつつ、2025 年までに民間事業者による小型 SAR 衛星コンステレーションを構築すべ

く、政府が早期にアンカーテナントとなり得るテーマを優先して実証事業を推進し、商業

化を加速していく。 

〇P29 

【衛星データ（衛星リモートセンシング・測位）の利用拡大と政府によるサービス調達】 

官民によるリモートセンシングデータの利用を加速していくため、政府によるリモート

センシングデータのサービス調達を、民間に率先して一層推進する。

また、関係府省は、それぞれの業務について、衛星リモートセンシングデータの利用の

可能性を検討し、合理的な場合には、これを利用することを原則とするとともに、利用分

野に応じた衛星リモートセンシングデータへの要求仕様を明確化する。あわせて衛星リモ

ートセンシングデータの活用を加速するための実証事業等を充実させ、社会実装につなげ

る。その際、本格的な政府のサービス調達に早期につながる又は他の自治体や民間活用へ

波及効果の高い事業やテーマを戦略的に支援していく。加えて、自治体や民間活用も念頭

に置いて、リモートセンシングデータの活用が推奨される場面やその方法等について具体

的に記載した手順書の整備や利用現場の人材育成を含めた環境整備を実施していく。 

資料２－３ 
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〇P36 

【民間ロケットを担う事業者の開発・事業支援】 

我が国全体で打上げ能力の強化、即応性・機動性の向上を図るため、民間ロケットを担

う事業者の開発・事業支援に取り組むとともに、政府衛星の打上げについても、当該衛星

のサイズや打上げのタイミング等に応じて、民間ロケットによる輸送サービスを活用する。 

このため、国内でロケット開発に取り組む事業者が、国際競争力を持ったロケットを開

発できるよう、国等による SBIR 制度やアンカーテナンシー、JAXA による技術・知見の提

供及び施設設備の供与などを通じて、国内でロケット開発に取り組む事業者の開発・事業

支援を拡充する。 

その際、宇宙輸送市場で勝ち残る意志と技術力を有する事業者を選抜し、集中的に支援

することにより、国際競争力を持たせることに留意する。 

 


